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令和８年２月２日（月）～ 令和８年２月８日（日）の広報 

事件・事故の発生（主な事件・事故の発生などを掲載しています。） 

■ 人定の判明（２月２日：さぬき署） 

１月２４日午前６時２５分頃、さぬき市大川町の県道において発生した交通事故により死亡した運転手

の人定は、調査の結果、木田郡三木町の男性（７０歳）と判明した。 

■ 火災の発生（２月２日：さぬき署） 

２月２日午前１１時４８分頃、さぬき市鴨部において、果樹園や林野を焼損（焼損面積約４，０００平

方メートル）する火災が発生した。この火災による怪我人はいなかった。 

■ 火災の発生（２月４日：高松西署） 

２月４日午前９時４６分頃、綾歌郡綾川町において、休耕田の法面の竹等を焼損（焼損面積約５０平方

メートル）する火災が発生した。この火災により、消火活動中の高齢男性が負傷し、救急搬送された。 

■ 下草火災の発生（２月５日：高松西署） 

２月５日午前１１時４８分頃、高松市国分寺町において、田んぼの下草を焼損（焼損面積約１，３００

平方メートル）する火災が発生した。この火災により、男性が左手の火傷で救急搬送された。 

■ 交通死亡事故の発生（２月５日：高松南署） 

２月５日午後８時４４分頃、高松市塩江町の国道において、男性（６５歳）運転の軽四貨物自動車が北

方から南進中に、歩行者の男性（８９歳）と衝突する事故が発生した。この事故により、歩行者の男性が

死亡し、調査の結果、死因は重症頭部外傷と判明した。 

■ 下草火災の発生（２月６日：丸亀署） 

２月６日午後１時４８分頃、丸亀市川西町において、河川敷の下草を焼損（焼損面積約１，７００平方

メートル）する火災が発生した。この火災による怪我人はいなかった。 

■ 建物火災の発生（２月７日：高松北署） 

２月６日午後１１時３６分頃、高松市鬼無町において、木造平屋建ての民家を焼損（焼損面積約２５平

方メートル）する火災が発生した。この火災により、家人の男女２名が救急搬送された。 

■ 火災の発生（２月７日：高松北署） 

２月７日午後７時３６分頃、高松市宮脇町において、立ち木１を焼損（焼損面積約１平方メートル）す

る火災が発生した。この火災による怪我人はいなかった。 
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事件の検挙・逮捕（主な検挙・逮捕情報などを掲載しています。） 

■ 詐欺事件被疑者の逮捕（２月３日：高松北署） 

労働組合の物品購入にかかる経費請求名目に現金を騙し取ろうと考え、令和４年９月２２日から令和５

年１１月２９日までの間、４回にわたり、労働組合会計担当者に対し、虚偽の内容を記載した領収書を交

付し、会計担当者から現金合計１９６万４００円を交付させた、当時、香川県内の労働組合の組合員だっ

た高松市の無職の男（当時３５歳）を詐欺で逮捕した。 

■ 窃盗事件被疑者の逮捕（２月３日：高松北署） 

１月３日午後６時５２分頃、高松市内のスーパーマーケットにおいて、ミニカー等１０点（販売価格合

計１万２，４１２円）を窃取した、大阪府豊中市の柔道整復師の男（３９歳）を窃盗で逮捕した。 

■ 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反事件被疑者の逮捕（２月３日：サイバー対策課、丸亀署） 

令和５年１１月１９日午後３時１７分頃から同日午後３時２５分頃までの間、他人になりすまして特定

事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けることを目的として、かつ、通常の商取引又は

金融取引として行われるものであることその他の正当な理由が無いのに、報酬を支払う約束で、場所不詳

において、事件関係者から、事件関係者名義の普通預貯金口座のインターネットバンキングを利用した預

貯金の引き出し等に必要な口座情報をＳＮＳアプリのメッセージ送信機能を利用して受信し、もって有償

で、預貯金の引き出し等に必要な情報の提供を受けた、岩手県一関市の無職の男（当時２９歳）を犯罪に

よる収益の移転防止に関する法律違反で逮捕した。 

■ 殺人事件被疑者の逮捕（２月３日：琴平署） 

２月３日午前０時頃、仲多度郡琴平町内の被疑者方において、女性（当時４６歳）を殺害した、仲多度

郡琴平町の会社員の男（４５歳）を殺人で逮捕した。調査の結果、女性の死因は、頚部圧迫による窒息と

判明した。 

■ 詐欺事件被疑者の逮捕（２月３日：小豆署） 

氏名不詳の者と共謀し、銀行から福岡県北九州市居住の男性名義で発行されたキャッシュカードを騙し

取ろうと考え、令和７年３月１０日頃、インターネットを使って、男性名義の預金口座の開設とキャッシ

ュカードの発行を銀行の担当者に申込み、男性の自宅へキャッシュカード１枚を郵送させ、受領した男性

を介して、東京都内へ同カードを郵送させ、氏名不詳の者に受領させた、東京都世田谷区の会社員の男（当

時２７歳）を詐欺で逮捕した。 

■ 特殊詐欺事件被疑者の逮捕（２月４日：高松南署） 

令和６年３月２０日から同月２１日までの間、氏名不詳者らと共謀の上、人材派遣・人材紹介会社社員

を装い、覆面調査員の守秘義務に関する保証金の解決金名目で女性（当時７０歳）から現金を騙し取ろう

と考え、氏名不詳者らが電話及びメールで、「覆面調査員には守秘義務があるため、仕事内容は口外しない

保証金として６０万円を支払ってください。このお金は後で返金されます。」、「あなたから６０万円の入金

を確認しました。あなたがしたことはインサイダー取引といって刑事事件になりますよ。」、「今回のあなた

がしたことで会社も保険会社に１８０万円支払うことになりました。無実を証明するために１２０万円払

ってください。このお金は無実である確認が取れたら返金されます。」と嘘を言い、同２１日、被疑者名義

の預金口座に、現金１２０万円を振込させた、埼玉県所沢市の動画クリエイターの男（当時３４歳）を詐

欺で逮捕した。 
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■ 窃盗事件被疑者の逮捕（２月４日：坂出署） 

令和７年９月２０日午後１１時３０分頃から翌２１日午後３時３０分頃までの間、綾歌郡宇多津町内の

路上において、少年（当時１３歳）所有の自転車（時価約６万円相当）を窃取した、坂出市の無職の男（５

４歳）を窃盗で逮捕した。 

■ 器物損壊事件被疑者の逮捕（２月５日：高松南署） 

１月６日午前０時５０分頃、高松市内の路上において、少年（当時１９歳）が使用する普通乗用自動車

の右前方のフェンダーを足蹴りして損壊した、高松市の大学生の男（２０歳）を器物損壊で逮捕した。 

■ 性的姿態等撮影事件被疑者の逮捕」（２月５日：高松北署） 

令和７年１２月１６日午前４時４９分頃から同日午前５時１３分頃までの間、高松市内のコンビニエン

ストア更衣室において動画撮影状態にした携帯電話機を設置し、女性（当時２０歳代）の性的姿態を撮影

した、さぬき市のパート従業員の男（４３歳）を性的姿態等撮影で逮捕した。 

■ 横領事件被疑者の逮捕（２月５日：高松北署） 

男性（当時３３歳）から楽器のベース１本（時価１００万円相当）を借り受けて預かり保管中の令和６

年６月２４日、大阪府河内長野市内の被疑者方において、楽器の買取販売業者に対し、同ベースを２０万

円で売却した、大阪府河内長野市の無職の男（当時４３歳）を横領で逮捕した。 

■ 道路交通法違反（信号無視）事件被疑者の逮捕（２月６日：交通機動隊） 

２月６日午後４時０１分頃、高松市の国道上の信号交差点において、普通乗用自動車を運転して、赤色

の灯火信号に従わないで進行した、さぬき市の職業不詳の男（５７歳）を道路交通法違反で逮捕した。 

■ 凶器準備集合、傷害事件被疑者の逮捕（２月６日：高松北署） 

令和７年１月５日午前２時１０分頃、高松市内所在の遊技場の駐車場内において、男性（当時２６歳）

等に危害を加える目的で、警棒、木刀等の凶器を準備して集合し、所携の警棒と手拳等で男性の頭部を複

数回殴打した上、左右何れかの足で男性の頭部を足蹴りする等の暴行を加え、加療日数４週間を要する左

前額部挫創等の傷害を負わせた、大阪府大阪市の建築業の男（当時２６歳）を凶器準備集合、傷害で逮捕

した。 

■ ストーカー行為等の規制等に関する法律違反事件被疑者の逮捕（２月７日：坂出署） 

女性（当時５０歳代）に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する

怨恨の感情を充足する目的で、１月３０日から２月４日までの間、女性に対して、義務のないことを行う

ことをメールで要求したほか、拒まれたにも関わらず、連続してＳＮＳでメッセージを送信してストーカ

ー行為をした、坂出市の学習塾経営の男（７４歳）をストーカー行為等の規制等に関する法律違反で逮捕

した。 

■ 窃盗事件被疑者の逮捕（２月７日：高松西署） 

２月７日午後３時２１分頃、綾歌郡親川町内のスーパーマーケットにおいて、ワイン１本（販売価格６

５７円）を窃取した、仲多度郡まんのう町の無職の男（５９歳）を窃盗で逮捕した。 

※ 掲載期間は、発生及び検挙・逮捕した週の翌週から２週間です。 

※ 掲載は、土・日・祝日及び年末年始を除く平日に行いますが、諸事情により掲載が出来ない場合や遅

れる場合がありますのでご了承ください。 


